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【手続補正書】
【提出日】平成30年5月16日(2018.5.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可変表示を行い、遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、
　実行中の可変表示に対応する特定表示を表示可能な特定表示手段と、
　特定表示の表示態様を第１態様と該第１態様よりも前記有利状態に制御される期待度が
低い第２態様とを含む複数の表示態様のうちのいずれかに変化させる変化演出を実行可能
な変化演出実行手段と、
　可変表示中の第１タイミングと該第１タイミングよりも後の第２タイミングとにおいて
、特定表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行可能な示唆演出実行手段
とを備え、
　前記示唆演出実行手段は、期待度が異なる複数の演出態様の示唆演出を実行可能であり
、
　前記第２タイミングにおいては、特定表示の表示態様が前記第２態様に変化することを
示唆する示唆演出を実行しない
ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　(手段Ａ)上記目的を達成するため、本発明の遊技機は、可変表示を行い、遊技者にとっ
て有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、実行中の可変表示に対応する特定表示を
表示可能な特定表示手段と、特定表示の表示態様を第１態様と該第１態様よりも前記有利
状態に制御される期待度が低い第２態様とを含む複数の表示態様のうちのいずれかに変化
させる変化演出を実行可能な変化演出実行手段と、可変表示中の第１タイミングと該第１
タイミングよりも後の第２タイミングとにおいて、特定表示の表示態様が変化することを
示唆する示唆演出を実行可能な示唆演出実行手段とを備え、前記示唆演出実行手段は、期
待度が異なる複数の演出態様の示唆演出を実行可能であり、前記第２タイミングにおいて
は、特定表示の表示態様が前記第２態様に変化することを示唆する示唆演出を実行しない
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ことを特徴とする。
　（手段１）本発明による他の遊技機は、可変表示（例えば、第１特別図柄や第２特別図
柄、演出図柄の可変表示）を行い、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技
状態）に制御可能な遊技機であって、実行中の可変表示に対応する特定表示（例えば、ア
クティブ表示）を表示可能な特定表示手段（例えば、アクティブ表示部１８ｃ）と、特定
表示の表示態様を第１態様（例えば、第２表示態様（緑）や第３表示態様（赤））と該第
１態様よりも有利状態に制御される期待度が低い第２態様（例えば、第１表示態様（青）
）とを含む複数の表示態様のうちのいずれかに変化させる変化演出（例えば、アクティブ
表示変化演出）を実行可能な変化演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュー
タ１００がステップＳ８００６やＳ８１０５を実行する部分）と、可変表示中の第１タイ
ミング（例えば、図３８に示す変動開始後、スーパーリーチ開始前の第１タイミング）と
該第１タイミングよりも後の第２タイミング（例えば、図３８に示すスーパーリーチ開始
後、変動停止前の第２タイミング）とにおいて、特定表示の表示態様が変化することを示
唆する示唆演出を実行可能な示唆演出実行手段（例えば、演出制御用マイクロコンピュー
タ１００がステップＳ８００６やＳ８１０５を実行する部分）と、第２タイミングにおい
て、特定表示の表示態様が第２態様に変化することを示唆する示唆演出を実行することを
制限する示唆演出制限手段（例えば、図４０（Ｂ）に示すように、第２タイミングにおい
て第１表示態様（青）に変化することを示唆する真示唆演出が実行される変化パターン２
－３に決定しないようにするとともに、図４０（Ａ）に示すように、変化パターン２－１
では、第２タイミングにおいて第１表示態様（青）に変化することを示唆する偽示唆演出
の実行を禁止している）とを備えたことを特徴とする。そのような構成によれば、遊技の
興趣が低下してしまうことを防止することができる。
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